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　第 76 回を迎える「社会を明るくする運動」は、犯罪や非行の防止と、あやまちを犯した人
の立ち直りを支えることで、安全で安心な地域社会を目指す全国的な運動です。強調月間の 7
月に次のとおり啓発活動を行います。皆さんのご参加をお待ちしています。

「社会を明るくする運動」強調月間  問  市民課　☎ 62-1233

日  時  7 月 7 日（火）13 時 30 分～
場  所  宿毛文教センター 1 階

 多目的ホール
主  催 社会を明るくする運動宿毛地区実施委員会

宿毛地区総決起集会
日  時  7 月 7 日（火）13 時 45 分頃～

 （総決起集会終了後）

場  所  宿毛文教センター 1 階
 多目的ホール

主  催 宿毛市教育委員会

第 47回宿毛市中学生弁論大会

　ボッチャ、モルック、スポーツ吹き矢、公式わなげを体験しませんか。
日  時  7 月 4 日（土）9 時 30 分～ 12 時
場  所  旧・中央保育園（宿毛市貝塚 11-22）
参加費  無料
指導者  宿毛市スポーツ推進委員
申  込  必須　※開催日までに生涯学習課へ電話
定  員  30 名程度

スポーツ体験会  問  生涯学習課　☎ 62-1245

公式わなげ モルック

日  時  令和 9年 1月 3日（日）予定
対象者  �平成 18年 4月 2日～平成 19年 4月 1日に生まれた方で、次の

いずれかに該当する方
 ● 市に住民登録がある方または市に保護者の住民登録がある方
 ●市内の学校に在籍していた方

　市に住民登録がある方には、11月上旬頃に申込案内ハガキをお送りし
ます。それ以外の方は、宿毛市HPをご確認ください。
　詳細は広報すくも 11月号および宿毛市HPにてお知らせします。

令和 9年成人式～二十歳の集い～  問  生涯学習課　☎ 62-1245


